
必ずお読み下さい！ 

ふくおか・まごころ駐車場 利用上の注意 

 
１ この利用証は、「ふくおか・まごころ駐車場」のステッカーを掲示し 
ている駐車場で利用できます。この駐車場は県に登録された駐車場です。 

 
２ 「ふくおか・まごころ駐車場」を利用する際は、利用証を車内の 

見えやすい場所に掲示してください。運転時は視界をさえぎる恐れが 
ありますので必ず取りはずしてください。 

  
３ この利用証は、交付された本人が乗車する場合のみに使用可能です。 
他人に譲渡したり、貸与したりした場合は返却していただきます。 
（※多胎児産婦のみでの利用は産後３か月までに限り、それ以降は多胎児一人以上の同乗が必要です。） 

 
４  施設管理者が独自に駐車場の利用方法を定めている場合は定めら 
れた方法に従って駐車してください。  

 
５ この利用証は「ふくおか・まごころ駐車場」の利用を保証する 
ものではありません。台数が限られている場所では、駐車できな 
いこともあります。 

 
６ この利用証は、公安委員会が発行する身体障害者等除外指定車 
標章とは異なるものです。公道上ではご使用できません。 

 
７ この利用証で、訪問等をしていない施設の駐車場は利用できません。 
 例: 店舗Ａに買い物に行ったが、「ふくおか・まごころ駐車場」が満車のとき等に、 

隣の店舗Ｂの「ふくおか・まごころ駐車場」に駐車することは出来ません。 
 
８ 利用証の対象でなくなったときは、必ず返却してください。有効期間満了後、引き続き
要件を満たしている場合は、期間更新の申請をしてください。 
・返却先：利用証の発行窓口又は下記の問い合わせ先に直接又は郵送。 

  ・利用証の対象でなくなったとき：障がい程度の軽減、死亡、有効期間満了等 
 
９ 車いすを使用する人は、車の乗降のため、幅の広い障がい者等用の駐車場が必要です。 
通常の幅の駐車場で乗降可能な方は、できるだけ通常の幅の「ふくおか・まごころ駐車場」
をご利用いただくともに、体調が良く、近くの一般用の駐車場も利用できるとき等は、そ
ちらをご使用いただき、より多くの必要な方が駐車できるよう、ご協力をお願いします。 

 
  ※ 赤色の利用証は、身体障がいがあり自ら運転し、常時車いすを利用している方に交付

していますので、御配慮をお願いします。 
 
10  利用証の相互利用を実施している九州各県、その他、全国で同様の制度を実施している

府県の制度協力施設の障がい者等用の駐車場でもご利用いただけます。 
 
11   県内で利用できる施設は県のホーム 
ページをご覧ください。 
 
アドレス https://www.pref.fukuoka.lg.jp/  

 まごころ駐車場   検索 

 問い合わせ先  

〒812-8577 福岡市博多区東公園７－７  

福岡県福祉労働部障がい福祉課  

電話 092-643-3264 FAX 092-643-3304 
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